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船舶事故調査報告書 

 

令和７年３月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（令和６年１０月２１日 ０５時０５分ごろ～０６時１９分ごろ

の間） 

発生場所 不明（高知県宇佐漁港） 

事故の概要  漁船健
けん

丸は、宇佐漁港を出航中、転覆した。 

 健丸は、船長が死亡し、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和６年１０月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 健丸、０.６トン 

 ＫＯ３－１５９４６（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.５８ｍ（Lr）×１.８０ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、１８.４kＷ（動力漁船登録票による）、昭

和６０年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 ８０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年１１月７日 

  免許証交付日 令和５年９月２５日 

         （令和１０年１０月１６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、視界 良好 

 気象庁の沿岸波浪実況図によれば、本船発見場所（後述）の南方約

１６.７海里（Ｍ）に位置する土佐湾の沿岸代表点における波高等の

推定値は、次のとおりであった。 

日時 波向 周期 

(秒) 

波高 

(ｍ) 

風向 風速 

(m/s) 

10月 20日 21時 東 6 1.6 東北東 7.7 

10月 21日 09時 東 9 4.3 東 13.4 
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 本船発見場所の西南西方約９.３Ｍに位置する須崎地域気象観測所

における１０月２１日の風速・風向の観測値は、次のとおりであっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海象：うねり 波向南東、波高約３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、水温 

約２７℃ 

 四国沖北部には、１０月２０日２３時３５分に海上強風警報（最大

風速１８m/s）が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 高知県土佐市には、１０月１９日１３時０８分に強風注意報（海上

１５m/s）及び１０月２０日１６時０７分に波浪注意報（有義波高 

３.０ｍ）が発表され、本事故当時も継続中であった。 

日出時刻：０６時１５分ごろ 

時刻 

(時:分) 

平均 最大瞬間 

風速 

(m/s) 
風向 

風速 

(m/s) 
風向 

05:00 2.8 北西 5.1 北北西 

05:20 3.0 北西 4.8 西北西 

05:40 3.3 北北西 5.3 北西 

06:00 2.9 北北西 5.5 北北西 

06:20 2.6 北北西 4.9 北北西 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、たちうお引き縄漁の目的で、令和

６年１０月２１日０５時０５分ごろ宇佐漁港内の係留地を出航した。 

 瀬渡船の船長は、宇佐漁港内の中央に所在する防波堤（以下

「中堤
なかてい

」という。）に釣り客を下ろし、係留場所に向けて帰航中、中

堤南西方沖で転覆している本船を発見し、周囲に船長が見当たらな 

かったので０６時１９分ごろ１１８番通報した。 

 来援した巡視艇の乗組員は、０７時５０分ごろ、中堤北西方沖でう

つ伏せの状態で海面に浮いている船長を発見して巡視艇に揚収した。 

（図１ 参照） 
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 船長は、救急車で付近の病院に搬送されたが、医師により死亡が確

認され、死因が短時間での溺死、死亡推定時刻が０５時１５分～３０

分（推定）と検案された。 

 本船は、高知県水難救済会宇佐救難所の所属船舶により、宇佐漁港

内のマリーナにえい
．．

航された。 

 その他の事項 

 

(1) 本船に関する情報 

   本船は、転覆した状態で発見された際、船外機は停止してお

り、船体に衝突や乗揚の痕跡はなかった。 

  喫水は船首約０.３ｍ船尾約０.６ｍ、船内の甲板並びに物入れ

及び魚倉の上縁から舷縁までの高さは約１６～３６cm であり、固

定ばしご
．．．

や
．
縄ばしご
．．．

は備え付けられていなかった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 船長に関する情報 

   船長は、漁師としての経験が６０年以上あり、持病はあったも

のの操業には支障のない健康状態であった。 

   船長は、ふだん、たちうお引き縄漁を行う際、０５時ごろ宇佐

図１ 事故発生場所概略図 

写真１ 本船（陸揚げ後） 
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漁港内の係留地を出航し、土佐市荻岬から南方に伸びた防波堤と

中堤との間の港口（以下「本件港口」という。）を通過して本件港

口南東方沖の漁場に向かい、操業後、０７時ごろまでに帰港して

いた。 

   船長は、発見された際、長袖シャツ及び合羽ズボンを着用した

状態で、ふだん着用していた固形式救命胴衣は着用していなかっ

た。また、所有していた携帯電話は発見されなかった。 

   船長の救命胴衣は、船長発見場所の東北東方沖で発見され、前

面のファスナーが破損していて閉まらない状態であった。 

(3) 宇佐漁港の情報 

   本船の所属漁業協同組合担当者及び瀬渡船の船長によれば、本

件港口付近は、漂砂により水深が浅くなっているので波が発生す

ることがあり、地元の漁業関係者の間で危険性があると認識され

ていた。 

   瀬渡船の船長は、本船発見後、巡視艇が到着するまで現場で待

機していた際、本件港口付近で波頭が砕けて白くなっている波高

約３ｍの波を見た。 

   本事故当日、波浪注意報、強風注意報及び海上強風警報が発表

され、波高の高い波浪が発生していたので、本船以外の所属漁業

協同組合の漁船は出航していなかった。 

(4) 波浪に関する情報 

   「波浪学のＡＢＣ」（磯﨑一郎著、平成１８年株式会社成山堂書

店発行）には、次の記載がある。 

沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場

合には、水深と海底勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射

などの効果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局波形勾

配が急峻になって砕波します。これが、いわゆる磯波です。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船は、次のことから、宇佐漁港を出航中、高波により転覆した可

能性があると考えられるが、目撃者がおらず、船長が死亡しており、

客観的情報も十分に得られなかったことから、転覆に至った状況を明

らかにすることはできなかった。 

 (1) 本船が発見された際、船体に衝突や乗揚による損傷が認めら

れなかったこと。 

 (2) 本事故当時、海上強風警報、強風注意報及び波浪注意報が発

表されており、漂砂により水深が浅くなっている本件港口付近

で高波が発生していたこと。 



 

 

- 5 - 

 船長の死因は、溺死であった。 

 船長は、本船が転覆した際に落水して溺死したものと考えられる

が、溺死に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長がふだん着用していた救命胴衣は、船長が発見された場所の東

北東方沖でファスナーが破損している状態で発見されたが、本事故当

時の着用状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、海上強風警報、強風注意報及び波浪注意報が発

表されている状況下、宇佐漁港を出航中、高波により転覆した可能性

があると考えられるが、目撃者がおらず、船長が死亡しており、客観

的情報も十分に得られなかったことから、転覆に至った状況を明らか

にすることはできなかった。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・小型漁船の船長は、気象及び海象の悪化に関する警報や注意報が

発表されており、転覆のおそれや船体動揺により落水するおそれ

がある場合には出航しないこと。 

 ・小型漁船の乗船者は、暴露甲板上では救命胴衣を着用するととも

に、救命胴衣の部品が破損している場合は修理しておくこと。 

 ・小型漁船に１人で乗り組む船長は、防水型の携帯電話又は防水 

パックに入れた携帯電話を常に身に着け、落水した際の連絡手段

を確保しておくこと。また、落水時の船上復帰手段として縄ばし
．．

ご
．
や固定ばしご

．．．
を船体に備え付けておくことが望ましい。 

 


